
苫小牧市保育所等障がい児保育加算補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障がい児保育の実施に関し、私立保育所及び認定こども園（以

下「保育所等」という。）に対し補助金を交付することにより、当該保育の充実を

図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（定義） 
第２条 この要綱において「保育所」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４
号）第３５条第４項の認可を受けた保育所をいう。 
２ この要綱において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条第 1

項の認定及び第１７条第 1項の認可を受けた認定こども園をいう。 
３ この要綱において「障がい児」とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する
児童をいう。 

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和３９年法律１３４号)の規

定による特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止さ

れている場合を含む。) 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に

よる身体障害者手帳の交付を受けている児童 

(3) 療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６号通知）による療

育手帳の交付を受けている児童 

(4) 児童相談所、保健所、精神保健福祉センター、心身障害者総合相談所、苫

小牧市おおぞら園並びに医療機関において障がいを有すると判定され、保育

士の加配が必要とされた児童 

 

 （対象児童） 

第３条 対象児童は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第１９条第１項第２号及び第３号認定子どものうち、集団保育が可能で

日々通所することができる障がい児とする。 

 

 （対象経費） 

第４条 対象経費は、対象児童に係る保育の実施に必要な人件費等の経常的経費と

する。 

 

（補助金額） 

第５条 補助金額は、別表に定める額とする。ただし、算出した額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

  

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、苫小牧市保育所等障がい児保育加算

補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長が別に

定める日までに提出しなければならない。 

 (1) 障がい児名簿（様式第２号） 

 (2) 対象児童に係る証書、手帳の写しや診断書等 

 



 （交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに可否を決定し、

その旨を当該申請者に通知するものとする。 

 

（補助内容の変更等） 

第８条 第７条の規定による交付決定の通知を受けた者が、補助申請額を変更しよ

うとするときは、苫小牧市保育所等障がい児保育加算補助金変更交付申請書（様

式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（変更決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに可否を決定し、

その旨を当該申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、別に定める日までに、苫小牧市保育所等障

がい児保育加算補助金実績報告書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 (1) 障がい児名簿（様式第２号） 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、当該書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が補助金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を

確定し、その旨を当該報告者に通知するものとする。  

 

（補助金の交付の時期等） 

第１２条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該報告者が完了した後に交

付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、

事業の完了前において補助金の全部又は一部を交付することができる。 

２ 第７条の規定は、前項ただし書の規定による交付を決定した場合について準

用する。 

  

（交付の請求） 

第１３条 当該申請者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、

交付請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第１項ただし書の規定により事業の完了前に補助金の全

部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。 

 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 実績報告の内容が、交付決定の内容に適合しないとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった

とき。 

 （委任） 



第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



 

別 表 

対象児童 補助額（月額） 算定方法 

第２条第３項第１号の児童 ７９,５６０円 

補助額× 

障がい児数（月初日） 

×入所月数 
第２条第３項第２号から第４

号までの児童 

上記から６,０００円

を減じた額 

 

 


